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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記に

より聴聞を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９３条、同法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４

第４項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

有限会社大宮菊地自動車商会

代表取締役 菊地 永次

埼玉県さいたま市見沼区風渡野９２番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

有限会社大宮菊地自動車商会

埼玉県さいたま市見沼区風渡野９２番地

認証番号 第４－１５１６号

指定番号 関東指第４－１０２８号

４．期 日

令和２年２月６日（木） １３時３０分

５．場 所

関東運輸局 共用Ｂ会議室

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎 ２階

６．理 由

道 ９１条第１項、同法第９１条の３、同法第９４条の５、同法第路運送車両法

９４条の５第１項、同法第９４条の５第４項及び同 ９４条の６第１項の規法第

定違反

令和２年１月３０日

関東運輸局長

吉田 晶子
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